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�
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�
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険
法
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介
護
老
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福
祉
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指
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(
同

)

…

�

○
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の
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理
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�
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措
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(
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�
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(
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�

○
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傾
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地
崩
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改
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(
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�

○
右
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林
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生
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事
業
者
の
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録
の
失
効

(
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課)

…

�

○
地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証

(
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整
備
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…

�

○
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地
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の
合
併
の
認
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○
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改
良
事
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計
画
変
更
の
決
定

(
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…

�

○
開
発
行
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に
関
す
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工
事
の
完
了

(
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築
住
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課)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
一
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
佐

井
村
長
か
ら
佐
井
村
の
字
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

下
北
郡
佐
井
村
大
字
長
後
字
喜
平
治
山
国
有
林
二
二
九
八
林
班
ろ
・
ハ
２

小
班
、
二
二
九
九
林
班

い
１

小
班
で
、
測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
る
国
土
交
通
省
告
示

(

平
成
十
四
年
告
示
第
九
号)

で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第
十
系
を

用
い
て
得
た
次
の
二
九
五
五
の
点
か
ら
二
九
八
四
の
点
ま
で
の
点
を
順
次
連
結
す
る
線
及
び
二
九
五

五
の
点
と
二
九
八
四
の
点
を
結
ぶ
線
で
囲
ま
れ
る
区
域
を
大
字
長
後
字
喜
平
治
山
に
編
入
す
る
。

(

二
二
九
八
林
班
ろ
小
班)

二
九
五
五

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
八
三
一
二
・
三
六
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
三
一
四
・
〇
六
メ
ー
ト
ル

二
九
五
四

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
八
三
一
三
・
一
六
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
三
〇
五
・
五
二
メ
ー
ト
ル

二
九
六
〇

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
八
三
〇
七
・
二
五
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
二
九
二
・
七
四
メ
ー
ト
ル

二
九
六
一

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
八
三
〇
一
・
六
二
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
二
七
四
・
二
四
メ
ー
ト
ル

二
九
六
二

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
八
二
九
二
・
四
四
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
二
五
三
・
〇
七
メ
ー
ト
ル

二
九
六
三

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
八
二
七
三
・
九
一
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
二
四
四
・
〇
七
メ
ー
ト
ル

二
九
六
四

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
八
二
九
六
・
八
一
メ
ー
ト
ル
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Ｙ
座
標

－

一
二
一
〇
・
四
一
メ
ー
ト
ル

二
九
六
五

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
八
三
一
八
・
五
七
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
二
〇
〇
・
一
三
メ
ー
ト
ル

二
九
六
六

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
八
三
一
六
・
九
二
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
一
八
五
・
五
二
メ
ー
ト
ル

(

二
二
九
九
林
班
い
１

小
班)

二
九
六
七

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
八
二
九
七
・
二
八
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
一
八
二
・
六
二
メ
ー
ト
ル

二
九
六
八

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
八
二
七
三
・
二
六
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
二
〇
九
・
一
二
メ
ー
ト
ル

二
九
六
九

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
八
二
四
二
・
八
四
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
二
三
六
・
四
六
メ
ー
ト
ル

二
九
七
〇

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
八
二
三
二
・
一
三
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
二
五
九
・
六
一
メ
ー
ト
ル

二
九
七
一

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
八
二
三
二
・
八
七
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
三
〇
四
・
二
二
メ
ー
ト
ル

二
九
七
二

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
八
二
二
五
・
六
三
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
三
三
四
・
八
九
メ
ー
ト
ル

二
九
七
三

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
八
一
八
八
・
五
九
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
三
六
〇
・
九
六
メ
ー
ト
ル

二
九
七
四

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
八
一
七
八
・
〇
三
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
三
五
四
・
五
五
メ
ー
ト
ル

二
九
七
五

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
八
一
六
九
・
二
六
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
三
六
四
・
三
〇
メ
ー
ト
ル

二
九
七
六

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
八
一
八
一
・
四
〇
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
三
八
五
・
四
六
メ
ー
ト
ル

(

二
二
九
八
林
班
ハ
２

小
班)

二
九
七
七

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
八
一
九
六
・
一
三
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
三
九
九
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

二
九
七
八

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
八
二
〇
六
・
三
三
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
四
〇
五
・
八
五
メ
ー
ト
ル

二
九
七
九

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
八
二
一
八
・
六
六
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
三
九
六
・
九
一
メ
ー
ト
ル

二
九
八
〇

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
八
二
一
七
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
三
八
九
・
〇
四
メ
ー
ト
ル

二
九
八
一

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
八
二
五
三
・
二
四
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
三
七
〇
・
九
七
メ
ー
ト
ル

二
九
八
二

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
八
二
七
四
・
七
四
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
三
三
六
・
七
七
メ
ー
ト
ル

二
九
八
三

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
八
二
九
六
・
〇
五
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
三
四
五
・
六
四
メ
ー
ト
ル

二
九
八
四

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
八
三
〇
九
・
八
〇
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
三
三
八
・
六
六
メ
ー
ト
ル

青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
二
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
白
生
会

五
所
川
原
市
大
字

金
山
字
竹
崎
二
三

〇
の
三

訪
問
介
護

社
会
福
祉
法

人
白
生
会
ヘ

ル
パ
ー
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
け

や
き

五
所
川
原
市
字
敷

島
町
一
の
三

平
成

��

･

�･

�

社
会
福
祉
法

人
北
光
会

南
津
軽
郡
大
鰐
町

大
字
大
鰐
字
�
頭

九
の
二

〃

あ
ず
み
野
ヘ

ル
パ
ー
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

南
津
軽
郡
大
鰐
町

大
字
鯖
石
字
浅
瀬

渕
三
五
の
五

〃

有
限
会
社
愛

の
郷

南
津
軽
郡
平
賀
町

大
字
唐
竹
字
苺
原

六
九
の
二

痴
呆
対
応

型
共
同
生

活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
あ
い
の
さ

と

南
津
軽
郡
平
賀
町

大
字
唐
竹
字
苺
原

七
一
の
二

��

･

�･

��
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青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
三
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
四
号

次
の
医
療
機
関
の
開
設
者
か
ら
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申
出
の
撤
回
が
あ
っ
た
こ
と
に

よ
り
、
同
医
療
機
関
は
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条

第
一
項
に
規
定
す
る
救
急
病
院
で
な
く
な
っ
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

平
成
十
七
年
四
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
五
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法
人
北

光
会

南
津
軽
郡
大
鰐
町

大
字
大
鰐
字
�
頭

九
の
二

あ
ず
み
野
ケ
ア
サ

ポ
ー
ト

南
津
軽
郡
大
鰐
町

大
字
鯖
石
字
浅
瀬

渕
三
五
の
五

平
成

��

･

�･

�

名

称

所

在

地

つ
が
る
市
国
民
健
康
保
険
つ
が
る
市
立
成
人

病
セ
ン
タ
ー

つ
が
る
市
木
造
末
広
四
三
の
三

青
森
市
民
病
院

青
森
市
勝
田
一
丁
目
一
四
の
二
〇

名

称

所

在

地

認
定
の
有
効
期
限

つ
が
る
市
国
民
健
康
保
険

つ
が
る
市
成
人
病
セ
ン
タ

ー

つ
が
る
市
木
造
末
広
四
三
の
三

平
成
二
十
年
二
月
十
日

外
ヶ
浜
町
国
民
健
康
保
険

外
ヶ
浜
中
央
病
院

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
下
蟹
田

四
二
の
一

平
成
二
十
年
三
月
二
十
七
日

青
森
市
民
病
院

青
森
市
勝
田
一
丁
目
一
四
の
二

〇

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事

業
を
行
う
事
業
所

名

称

又
は
氏
名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
北
光
会

南
津
軽
郡
大
鰐
町

大
字
大
鰐
字
�
頭

九
の
二

訪
問
介
護

あ
ず
み
野
ヘ

ル
パ
ー
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

南
津
軽
郡
大
鰐
町

大
字
鯖
石
字
浅
瀬

渕
三
五
の
五

平
成

��･

�･

��

社
会
福
祉
法

人
鶴
住
会

北
津
軽
郡
板
柳
町

大
字
野
中
字
鶴
住

一
〇
二
の
二

痴
呆
対
応

型
共
同
生

活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
鶴
住

北
津
軽
郡
板
柳
町

大
字
野
中
字
鶴
住

一
〇
二
の
二

��

･

�･

��

社
会
福
祉
法

人
青
森
市
社

会
福
祉
協
議

会

青
森
市
本
町
四
丁

目
一
の
三

訪
問
介
護

社
会
福
祉
法

人
青
森
市
社

会
福
祉
協
議

会
青
森
市
中

央
浪
岡
支
部

青
森
市
浪
岡
大
字

浪
岡
字
稲
村
二
七

四

��

･

�･

��

� �



� �

青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
七
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
八
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、

青 森 県 報平成17年４月８日 金曜日 第2463号 �

社
会
福
祉
法

人
青
森
市
社

会
福
祉
協
議

会

青
森
市
本
町
四
丁

目
一
の
三

訪
問
入
浴

社
会
福
祉
法

人
青
森
市
社

会
福
祉
協
議

会
青
森
市
中

央
浪
岡
支
部

青
森
市
浪
岡
大
字

浪
岡
字
稲
村
二
七

四

〃

社
会
福
祉
法

人
青
森
市
社

会
福
祉
協
議

会

青
森
市
本
町
四
丁

目
一
の
三

通
所
介
護

社
会
福
祉
法

人
青
森
市
社

会
福
祉
協
議

会
青
森
市
中

央
浪
岡
支
部

青
森
市
浪
岡
大
字

浪
岡
字
稲
村
二
七

四

〃

一
部
事
務
組

合
下
北
医
療

セ
ン
タ
ー

む
つ
市
小
川
町
一

丁
目
二
の
八

居
宅
療
養

管
理
指
導

む
つ
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ

ン
病
院

む
つ
市
桜
木
町
一

三
の
一

〃

社
会
福
祉
法

人
敬
仁
会

青
森
市
大
字
新
城

字
平
岡
七
四
六

短
期
入
所

生
活
介
護

特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
か

い
ふ
う

青
森
市
大
字
久
栗

坂
字
山
辺
八
九
の

一
〇

��

･

�･

��

外
ヶ
浜
町

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜

町
字
蟹
田
高
銅
屋

四
四
の
二

訪
問
看
護

外
ヶ
浜
町
訪

問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜

町
字
下
蟹
田
四
三

の
二

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
在

宅
生
活

上
北
郡
六
ケ
所
村

大
字
泊
字
村
ノ
内

二
一
六
の
二

訪
問
介
護

在
宅
生
活
ヘ

ル
パ
ー
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

上
北
郡
六
ケ
所
村

大
字
尾
駮
字
家
ノ

前
一
の
七
九

〃

株
式
会
社
コ

サ
カ
・
ラ
イ

フ
サ
ポ
ー
ト

八
戸
市
一
番
町
二

丁
目
三
の
一
二

福
祉
用
具

貸
与

ウ
ィ
ン
ク
ル

・
サ
ポ
ー
ト

八
戸
市
一
番
町
二

丁
目
三
の
一
二

〃

株
式
会
社
コ

ム
ス
ン

東
京
都
港
区
六
本

木
六
丁
目
一
〇
の

一

訪
問
介
護

株
式
会
社
コ

ム
ス
ン
八
戸

南
ケ
ア
セ
ン

タ
ー

八
戸
市
是
川
三
丁

目
二
の
三

〃

社
会
福
祉
法

人
楽
晴
会

三
沢
市
大
町
二
丁

目
六
の
二
七

訪
問
介
護

岡
三
沢
ホ
ー

ム
ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー
シ
ョ

ン

三
沢
市
東
岡
三
沢

一
丁
目
五
七
一
Ｗ

九
五
Ｂ

〃

社
会
福
祉
法

人
楽
晴
会

三
沢
市
大
町
二
丁

目
六
の
二
七

訪
問
看
護

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

青
空

三
沢
市
大
町
二
丁

目
四
の
一
三

〃

社
会
福
祉
法

人
和
幸
園

青
森
市
大
字
矢
田

字
下
野
尻
四
八
の

三

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

和
幸
佃
事
業

所

青
森
市
南
佃
一
丁

目
二
の
二
七

〃

有
限
会
社
サ

ン
ラ
イ
ズ

八
戸
市
沼
館
二
丁

目
三
三
の
五

痴
呆
対
応

型
共
同
生

活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
ふ
く
ち

三
戸
郡
福
地
村
大

字
福
田
字
町
頭
八

の
一

〃

有
限
会
社
新

堂
企
画

上
北
郡
上
北
町
中

央
南
四
丁
目
三
二

の
三
〇
八

痴
呆
対
応

型
共
同
生

活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
ひ
ま
わ

り
苑
上
北

上
北
郡
上
北
町
大

字
大
浦
字
菅
林
一

一
六
の
一

〃

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法
人
北

光
会

南
津
軽
郡
大
鰐
町

大
字
大
鰐
字
�
頭

九
の
二

あ
ず
み
野
ケ
ア
サ

ポ
ー
ト

南
津
軽
郡
大
鰐
町

大
字
鯖
石
字
浅
瀬

渕
三
五
の
五

平
成

��･

�･

��

社
会
福
祉
法
人
青

森
市
社
会
福
祉
協

議
会

青
森
市
本
町
四
丁

目
一
の
三

社
会
福
祉
法
人
青

森
市
社
会
福
祉
協

議
会
青
森
市
中
央

浪
岡
支
部

青
森
市
浪
岡
大
字

浪
岡
字
稲
村
二
七

四

��･

�･

��

特
定
非
営
利
活
動

法
人
双
松
福
祉
会

三
戸
郡
階
上
町
大

字
角
柄
折
字
餅
粟

久
保
四
の
一

臥
牛
苑
居
宅
介
護

支
援
事
業
所

三
戸
郡
階
上
町
大

字
角
柄
折
字
餅
粟

久
保
四
の
一

��･

��･

��

有
限
会
社
サ
ク
ラ

メ
デ
ィ
ッ
ク

十
和
田
市
西
二
十

三
番
町
三
〇
の
一

有
限
会
社
サ
ク
ラ

メ
デ
ィ
ッ
ク
居
宅

介
護
支
援
事
業
所

三
沢
市
中
央
町
三

丁
目
七
の
三

〃

有
限
会
社
レ
イ
ン

ボ
ー

青
森
市
幸
畑
三
丁

目
五
の
二
一

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
レ
イ
ン
ボ
ー

青
森
市
幸
畑
三
丁

目
五
の
二
一

〃

株
式
会
社
コ
サ
カ

・
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー

ト

八
戸
市
一
番
町
二

丁
目
三
の
一
二

ケ
ア
・
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
淨
信
館

八
戸
市
一
番
町
二

丁
目
三
の
一
二

〃

� �



� �

次
の
と
お
り
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公

示
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
九
号

国
土
地
理
院
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

作
業
種
類

基
本
測
量

(

二
万
五
千
分
の
一
地
形
図
修
正
測
量)

二

作
業
期
間

平
成
十
七
年
四
月
五
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日
ま
で

三

作
業
地
域

県
内
全
域

青
森
県
告
示
第
三
百
三
十
号

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法

(

平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号)

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
行
っ
た
次
の
町
村
道
に
関
す
る
工
事
が
完
成
し
た
の
で
、
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
施

行
令

(

平
成
十
二
年
政
令
第
百
七
十
五
号)

第
七
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
三
十
一
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
弘
前
県
土
整
備
事
務
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

貝
羅
木
二
号
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
八
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標

柱
一
号
と
標
柱
八
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
標
柱
一
号
と
標
柱
二

号
を
結
ん
だ
線
は
町
道
唐
牛
裏
通
り
線
左
側
官
民
地
境
界
線
と
し
、
そ
の
他
の
各
標
柱
を
結
ぶ
線
は

直
線
と
す
る
。

標
柱
を
設
置
し
た
土
地
の
表
示

青 森 県 報������	
� �� 第2463号�

名

称

開

設

の

場

所

指

定

年
月
日

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

か
い
ふ
う

青
森
市
大
字
久
栗
坂
字
山
辺
八
九
の
一
〇

平
成

��

･

�･

��

路
線
名

工

事

区

間

工
事
の
種
類

工
事
の

完
了
の
日

中
村
長
平
線

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
中
村
町
字
上
清
水

崎
一
二
の
四

改
築

(

道
路
改

良)

平
成

��･

�･

��

福
浦
川
目
線

下
北
郡
川
内
町
大
字
川
内
字
福
浦
山
一
の
一

福
浦
山
国
有
林
八
二
八
林
班
ほ
２

小
班
か
ら

下
北
郡
佐
井
村
大
字
長
後
字
縫
道
石
一
の
一

縫
道
石
国
有
林
八
三
一
林
班
ほ
小
班
ま
で

〃

��･

��･

��

夏
坂
大
館
線

三
戸
郡
田
子
町
大
字
関
字
南
来
満
山
三
九
林

班
へ
か
ら

三
戸
郡
田
子
町
大
字
関
字
南
来
満
山
四
一
林

班
り
１

ま
で

〃

��･

�･

��

温
泉
線

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
西
越
字
温
泉
沢
三
五
の

七

〃

��･

�･

�	

標
柱
番
号

市

町

村

名

大

字

名

字

名

地

番

一

南
津
軽
郡
大
鰐
町

唐
牛

貝
羅
木

二
五
の
三

� �



� �

青
森
県
告
示
第
三
百
三
十
二
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
五
十
六
年
三
月
十
七
日
青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
一
号

(

急
傾

斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定)

の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
鰺
ケ
沢
県
土
整
備
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十

姥
袋
二
号
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
十
二
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及

び
標
柱
一
号
と
標
柱
十
二
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
標
柱
一
号

と
標
柱
二
号
を
結
ん
だ
線
は
川
崎
沢
左
側
官
民
地
境
界
線
と
し
、
標
柱
一
号
と
標
柱
十
二
号
と
を

結
ん
だ
線
は
町
道
姥
袋
中
央
線
右
側
官
民
地
境
界
線
と
し
、
そ
の
他
の
各
標
柱
を
結
ぶ
線
は
直
線

と
す
る
。

標
柱
を
設
置
し
た
土
地
の
表
示

青
森
県
告
示
第
三
百
三
十
三
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
五
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日
青
森
県
告
示
第
千
五
十
五
号

(

急

傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定)

の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
八
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七

剣
吉
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
七
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び

標
柱
一
号
と
標
柱
七
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
各
標
柱
を
結
ぶ

線
は
直
線
と
す
る
。

標
柱
を
設
置
し
た
土
地
の
表
示
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二三四五六七八

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃

村
井

〃〃〃貝
羅
木

〃〃

一
の
一

三四五
の
一

三
一
の
一

二
九
の
一

二
六

標
柱
番
号

市

町

村

名

大

字

名

字

名

地

番

一二三四五

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町

〃〃〃〃

姥
袋
町

〃〃〃〃

霜
坂
熊
ケ
沢

〃〃〃〃

五
五
の
一
地
先

八
八

六
四

六
三
の
三
〇

六
四

六七八九十十
一

十
二

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃下
夕
野

〃〃霜
坂
熊
ケ
沢

六
七
の
一

六
三
の
三
〇

六
三
の
三
四

一
六

八
四

八
四

二
七

標
柱
番
号

市

町

村

名

大

字

名

字

名

地

番

一二三四五六七

三
戸
郡
名
川
町

〃〃〃〃〃〃

剣
吉

〃〃〃〃〃〃

大
館

〃〃〃岩
ノ
下

〃〃

一
の
一

一
の
二

二
六
の
二

二
六
の
二

一
二
の
一

一
二
の
一

九
の
三
九

� �
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公

告

林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録
の
失
効

林
業
種
苗
法

(
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号)

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証

青
森
市
が
行
っ
た
次
の
地
域
に
係
る
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六

年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

お
り
林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録
が
失
効
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

土
地
改
良
区
の
合
併
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
七
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
西

津
軽
土
地
改
良
区
と
富
�
土
地
改
良
区
の
合
併
を
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
認
可
し
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

西
津
軽
土
地
改
良
区
は
、
合
併
後
存
続
す
る
。

二

西
津
軽
土
地
改
良
区
は
、
定
款
を
変
更
す
る
。

三

富
�
土
地
改
良
区
は
、
合
併
に
よ
り
解
散
す
る
。

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

青
森
西
部
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

農
村
総
合
整
備
事
業)

計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
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三
八

三
七

登
録
番
号

��

･

�･

��

昭
和
��･

�･

��

登
録
年
月
日

倉
石
村
森
林
組
合

南
郷
村
森
林
組
合

氏
名
又
は
名
称

生

産

事

業

者

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
倉
石
中

市
字
上
ミ
平
五
四
の
一
二

三
戸
郡
南
郷
村
大
字
島
守
字

馬
場
七
八

住

所

採
種 種

穂
生

産

事

業

の

内

容

精
選

幼
苗
の
育
成

幼
苗
の
育
成

苗

木

幼
苗
以
外
の

苗
木
の
育
成

幼
苗
以
外
の

苗
木
の
育
成

倉
石
村
森
組
苗
圃

南
郷
村
森
林
組
合

名

称

事

業

所

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
倉
石
中
市

三
戸
郡
南
郷
村
大
字
島
守

所

在

地

��･

�･

��

平
成
��･

�･

��

失
効
年
月
日



� �

六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
七
年
四
月
十
一
日
か
ら
同
年
五
月
十
二
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

青
森
市
役
所

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所

及
び
氏
名

(

名
称)

上
北
郡
百
石
町
一
川
目
二
丁
目
六
五
の
七
四

三

上
北
郡
百
石
町
一
川
目
一
丁
目
七
三
の
六
七

小
嶋
忠
博

� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


